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添付２号様式 

学      則  

１ 研修の目的 

 介護職員初任者研修を通して実践的で専門的な学習を行い、職業自立や社会自立に必要な能力を高

めることを目的とする。  

２ 研修の名称  

北海道介護職員初任者研修  

３ 研修の要旨  

事業所の

所 在 地  

 

研修形態 

 

修業年限 

 

研修期間 

 

定員(人) 

 

受講料(円) 

  

受 講 対 象 者 

小樽市 昼間 1年 6ヶ月 1年 6ヶ月 16 なし 本校福祉サービス科の生徒 

４ 受講手続  

（１）募集時期  

原則、本校福祉サービス科に在籍する生徒が受講するため募集は行わない。  

（２）受講料納入方法 

徴収しない。  

（３）受講料返還方法 

該当なし。  

５ カリキュラム   

６ 科目名 研修時間 

１．職務の理解 ４００分 

２．介護における尊厳の保持・自立支援 ６００分 

３．介護の基本 ５００分 

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携 ６００分 

５．介護におけるコミュニケーション技術 ４００分 

６．老化の理解 ４００分 

７．認知症の理解 ５００分 

８．障害の理解 ３００分 

９．こころとからだのしくみと生活支援技術 ４９００分 

10.振り返り ３００分 

合計 ８９００分 

（148.3時間） 

 

６ 主要テキスト 

介護職員初任者研修テキスト（(株)日本医療企画刊）をもとに、本校で作成したテキストを使用す 

る。  

７ 修了認定  

（１）出欠の確認方法  

出席簿を作成し、講義ごとに記帳・確認する。  

（２）成績の評定方法  

修了時の筆記試験及び演習時の実技評価により成績評定を行う。  
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（３）修了の認定方法 

修了の認定は、原則として次の基準を全て満たした者に対して行う。  

（ア）全ての研修科目（項目）を受講した者  

（イ）修了評価において 6割以上の正答が認められた者  

（ウ）演習時の実技評価において介護技術の習得が確認された者  

（４）修了証明書  

修了が認定された者には、北海道介護職員初任者研修実施要綱に規定する修了証明書及び修了証

明書（携帯用）を交付する。  

８ 補講の取扱い 

講義等に欠席した者及び修了評価、実技評価において基準の得点が得られなかった者に対して補 

講等を行う。なお、細則により実施時数等の上限を設ける。   

９ 退学 

規定本校教育課程に則り授業内で実施するため、北海道特別支援学校学則(昭和 55 年北海道教育 

委員会規則第 5号)の定めるところによる。  

10 講師  

別紙一覧表のとおり  

11 実習施設  

別紙一覧表のとおり  

12 修了証明書の再発行 

氏名の変更、あるいは汚損若しくは紛失により修了証明書の再発行を受けようとする場合は、所定 

の書面により本校校長あてに申請すること。  

13 その他 

なし 

 

（平成 25年 6月 25日決定） 

（平成 26年 1月 27日一部改訂） 

（平成 28年 12月 1日一部改訂） 

（令和 2年 4月 1日一部改訂） 

（令和 2年 9月 1日一部改訂） 

（令和 3年 4月 1日一部改訂） 

 

 


